
　
申
告
会
場
（
役
場
１
０
１
会
議
室
）

入
口
の
番
号
札
を
取
っ
て
、
場
内
で

待
機
し
て
く
だ
さ
い
。

①�

令
和
７
年
中
の
収
入
が
分
か
る

書
類

▽
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

▽
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

▽
報
酬
、
謝
礼
な
ど
の
支
払
調
書

▽�

個
人
事
業
・
農
業
・
不
動
産
業
な

ど
の
収
支
内
訳
書

▽�

個
人
年
金
や
生
命
保
険
満
期
金
な

ど
の
支
払
明
細

②
所
得
控
除
額
の
分
か
る
書
類

▽
国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書

▽�

任
意
継
続
の
健
康
保
険
、
建
設
国

保
な
ど
の
保
険
料
領
収
書

▽�

地
震
保
険
料
、
生
命
保
険
料
の
控

除
証
明
書

▽�

障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳（
本
人
・

扶
養
親
族
）

▽
寄
付
金
控
除
用
領
収
証

▽�
医
療
費
控
除
・
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ

ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書

※�

医
療
費
通
知
を
添
付
す
る
こ
と
で

10
月
分
ま
で
の
明
細
書
の
記
入
を

省
略
で
き
ま
す
。

③
そ
の
他

▽�マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
通
知
カ
ー
ド

※�

通
知
カ
ー
ド
の
場
合
は
、
免
許
証

な
ど
の
本
人
確
認
書
類
も
必
要
で

す
。

▽
本
人
名
義
の
通
帳
の
口
座
番
号

　
簡
易
申
告
は
、
収
入
や
扶
養
親
族

な
ど
の
記
入
を
し
て
役
場
住
民
税
係

窓
口
に
提
出
す
る
だ
け
で
申
告
を
済

ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
手
続
き
で
す
。

た
だ
し
、
簡
易
申
告
で
は
各
種
所
得

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

簡
易
申
告
の
対
象
者
の
例

▽
無
収
入
の
人

▽�

遺
族
年
金
や
障
害
年
金
な
ど
の
非

課
税
収
入
の
み
の
人

と�

き　
３
月
４
日
水
～
13
日
金
９
時

～
正
午
・
13
時
～
16
時

持�

っ
て
く
る
も
の　
令
和
７
年
中（
初�

め
て
申
告
す
る
場
合
は
登
録
日
～
12

月
）
の
収
支
が
分
か
る
書
類

と�

こ
ろ　
役
場
１
０
１
会
議
室

�
問○　
若
松
税
務
署

　
☎
７
６
１
・
２
５
３
６

無
収
入
な
ど
の
簡
易
申
告

場 
所

役
場
１
０
１
会
議
室

町
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の
申
告

問　
役
場
住
民
税
係

申
告
に
必
要
な
主
な
書
類

※�都合がつかず指定日以外の日
に来る場合は、役場に連絡す
る必要はありません。

▷公的年金以外の申告

▷公的年金のみの申告

９時～16時
※�８時30分から、役場１０１会
議室前で番号札を配布します。
時間前の入場はできません。

時　間

２
月

12日木 猪熊１～６丁目

13日金 猪熊７～９丁目

16日月 鯉口・伊左座

17日火 吉田東・吉田西

18日水 頃末南・下二東・下二西

19日木 頃末北・美吉野・吉田南

20日金 高松・緑ケ丘
おかの台

24日火 中央・高尾
立屋敷・宮尾台

25日水 二東・二西　

26日木 梅ノ木団地・吉田団地

27日金 朳・古賀
樋口・樋口東

地区割

３
月

２日月 朳・中央・鯉口・頃末南
吉田東・吉田団地３日火

４日水 高松・伊左座
下二東・下二西
樋口・樋口東５日木

６日金 頃末北 ・吉田西
吉田南・立屋敷
おかの台９日🈷

10日火 二東・美吉野
高尾・二西
猪熊１～６丁目11日水

12日木 宮尾台・梅ノ木団地
緑ケ丘・古賀
猪熊７～９丁目13日金

消
費
税
申
告
の
受
付
期
間

税
理
士
無
料
申
告
相
談
・

消
費
税
申
告

町県民税の申告は必要なし

町県民税の申告が必要

町県民税の申告は必要なし　

　確定申告を行うことで、町県民税
の申告も行ったことになります。

収入がない

給与・退職金・公的年金以外
の収入がある

年末調整などで申告済みの
所得控除に追加・修正がある

町県民税の申告町県民税の申告が必要か確認しましょう 申告フローチャート

スタート

所得税の確定申告を行う予定

町県民税の申告が必要　
　国民健康保険の加入者は申告が必
要です。便利な簡易申告を利用してく
ださい。
※町内に住む人の扶養親族などになっ
ている場合は、申告不要です。

※申告の対象は令和8年１月１日に水巻町に住んでいる人です。１月２日以降に転入した人は、
前住所地に問い合わせてください。
※勤務先から給与支払報告書が役場へ提出されない場合は申告が必要です。
※申告不要の場合でも、所得・課税証明書を取得する際に簡易申告をお願いする場合があります。

いいえ
はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ
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　確定申告が必要となる人は、次のとおりです。例外も多
くありますので、詳しくは国税庁ホームページで確認する
か、若松税務署に問い合わせてください。
対象
▷自営業をしている
▷年末調整が済んでいない
▷地代や家賃収入、配当金など給与以外の所得がある
▷�扶養控除や社会保険料控除、医療費控除、住宅ローン
控除などを受けたい
▷個人年金や生命保険の満期保険金などを受け取った
問○若松税務署☎761-2536

確定申告確定申告がが
必要な人必要な人とはとは!?!?

注意注意！！役場役場ではではできない税の申告できない税の申告

共通項目
パソコン、ルームエアコン、レジスター、看板、舗装
業種ごとの事例
事　務 机、椅子、ロッカー、コピー機、LAN配線
喫茶・飲食 食卓、ちゅう房用品、カラオケ、冷蔵庫
理容・美容 理・美容椅子、消毒殺菌器、タオル蒸器
食肉・鮮魚販売 冷凍機、肉切断機、冷蔵庫、電子はかり
自動車修理 旋盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具
金属加工 旋盤、ボール盤、フライス盤、圧縮機
アパート賃貸 外構、塀、外灯、ごみ置き場、駐輪場
農　業 精米機、乾燥機、ビニールハウス

　申告は資産の多少に関わらず必要です。前年中に資産の
変動がない・廃業したときなども必ず申告してください。
　前年の申告者には、令和７年12月中旬に案内書を送っ
ています。初めて申告する人などは、問い合わせてください。
対象　次の条件を満たす法人・個人
▷町内で事業（会社・不動産・農業など）を行っている
▷事業のために利用する償却資産を所有している
償却資産の例

申告期限　2/2月
問○役場固定資産税係

　次の申告は役場の会場では行えません。若松税務署な
どで申告を行ってください。
▷住宅借入金等特別控除の還付申告
▷土地建物の譲渡所得の申告
▷株式などの配当・譲渡所得の申告
問○若松税務署☎761-2536

事業者の皆さんは忘れずに
償却資産の申告

確定申告

役場以外役場以外ででできる場所できる場所

①若松税務署
　確定申告会場への入場には、「入場整理
券」が必要です。
　整理券は当日に配布します
が、LINEのアプリを使用すれ
ば、希望日の10日前から事
前発行ができます。
とき
　�2/16月～3/16月９時～16時
※�土曜日・日曜日・祝日は除きます。

②AIMビル（JR小倉駅前）
とき　3/1日９時～16時

③インターネット
　申告期間中は、会場の駐車場に限りが
あり混雑する場合があります。パソコンや
スマートフォンがあれば、国税庁のホーム
ページで24時間いつでも確定申告するこ
とができます。ぜひ、利用してください。
とき　3/16月まで

国 税 庁
LINE 公 式
アカウント

　医療費控除やセルフメディケーション税
制とは、年間に支払った医療費などを基に
所得控除を受ける制度です。役場住民税係
窓口や町ホームページから様式を取得して、
事前に明細書を作成し申告に来てください。
対�象　所得税または町・県民税の所得割
が課税され、次のいずれかを満たす人

▷�医療費控除　年間の支払額が10万円ま
たは総所得金額の５％を超える
▷�セルフメディケーション税制　健康増進
の取り組みで、特定のスイッチOTC医薬
品を年間１万2,000円以上購入した
注意事項
▷領収書は５年間保存が必要です。
▷�領収書の代わりに、健康保険組合など
が発行する「医療費通知」での手続き
ができます。

問○役場住民税係

事前に書類作成を事前に書類作成を
医療費控除医療費控除

問○若松税務署☎761-2536
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